
令和８年度加古川市肝炎ウイルス検診個別再勧奨事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、加古川市が実施する肝炎ウイルス検診において、一定の年齢の方に肝

炎ウイルス個別勧奨事業を行っているが、いまだ未受診が多いことを鑑み、肝炎ウイルス

検診（以下、「検診」という。）未受診者にその重要性を認識させ、受診の動機付けを行う

ことを目的とし、再勧奨を実施するものである。 

（個別再勧奨対象者） 

第２条 個別再勧奨対象者は、加古川市住民基本台帳に記録のある者のうち別表に該当し、

かつ過去に検診を受診していないものとする。 

（検診台帳の整備） 

第３条 市長は、前条に規定する個別再勧奨対象者を適正に管理するため、令和８年４月 20

日を基準日として検診台帳を作成する。 

２ 検診台帳には、対象者の氏名、生年月日、住所及び検診受診の有無等を記載する。 

３ 第１項に規定する基準日から令和９年２月 27日までの間に、個別再勧奨対象者となっ

た者のうち、検診の受診を希望するものについて、適当と認めた場合には検診台帳に登録

する。 

（再勧奨の実施） 

第４条 市長は、前条第１項の検診台帳に記載のある者に対し、通知の送付により検診の受

診について再勧奨を実施する。 

（検診受診対象者） 

第５条 検診受診対象者は、前条の規定に基づき再勧奨を受けた者のうち、検診未受診であ

り、検診を受診する日において加古川市住民基本台帳に記録のあるものとする。 

（検診受診期限） 

第６条 検診受診期限は、令和９年２月 27日とする。ただし、検診実施機関の都合により

受診できなかった者については、受診期限までに申し込みをした旨の確認が取れた場合

に限り、令和９年３月 31日までの受診を認めるものとする。 

（個人負担金相当額等の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の行為によって、要綱による検診受診対象者ではないこと

が認められたときは、その者から市が負担した金額の全部又は一部を返還させることが

できる。 

 

   附  則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

年齢 生年月日 

45歳 昭和 56（1981）年４月１日～昭和 57（1982）年３月 31日 

50歳 昭和 51（1976）年４月１日～昭和 52（1977）年３月 31日 

55歳 昭和 46（1971）年４月１日～昭和 47（1972）年３月 31日 

60歳 昭和 41（1966）年４月１日～昭和 42（1967）年３月 31日 

70歳 昭和 31（1956）年４月１日～昭和 32（1957）年３月 31日 


